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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第78期

第３四半期累計期間
第79期

第３四半期累計期間
第78期

会計期間
自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日

自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日

自 平成27年３月１日
至 平成28年２月29日

売上高 （百万円） 119,395 112,305 157,797

経常利益 （百万円） 872 1,841 1,118

四半期純利益又は四半期（当

期）純損失（△）
（百万円） △183 1,044 △4,316

持分法を適用した場合の投資利

益
（百万円） － － －

資本金 （百万円） 14,948 14,948 14,948

発行済株式総数 （株） 59,476,284 59,476,284 59,476,284

純資産額 （百万円） 38,984 33,866 32,794

総資産額 （百万円） 96,633 86,496 86,809

１株当たり四半期純利益金額又

は１株当たり四半期（当期）純

損失金額（△）

（円） △3.49 19.87 △82.10

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 6.25 6.25 12.50

自己資本比率 （％） 40.3 39.2 37.8

 

回次
第78期

第３四半期会計期間
第79期

第３四半期会計期間

会計期間
自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日

自 平成28年９月１日
至 平成28年11月30日

１株当たり四半期純利益金額又

は四半期純損失金額（△）
（円） △3.63 3.19

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会

社であるため、記載を省略しております。

３ 第79期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

４ 第78期第３四半期累計期間及び第78期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、

１株当たり四半期（当期）純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

２【事業の内容】

 当第３四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 なお、当社は、平成29年１月５日付で、ＤＣＭホールディングス株式会社との間で、「資本業務提携契約」を締

結しております。詳細につきましては、「第４［経理の状況］１［四半期財務諸表］［注記事項］（重要な後発事

象）」に記載のとおりであります。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績の分析

 当第３四半期累計期間（平成28年３月１日～平成28年11月30日）におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融

政策による円安・株高を背景に、緩やかな回復基調が見られましたが、長引く欧州経済の停滞や中国を含む新興国

の成長鈍化による景気下振れリスクなど、先行きについては不透明な状況が続いております。その様な中、小売業

界においては、消費者の節約志向等により個人消費の動向は不透明さを増し、また業態を越えた販売競争もあり、

依然として厳しい経営環境にあります。また、ホームセンター業界におきましても、大手を中心とした積極的な出

店による店舗の大型化や店舗数の増加が進み、足許は競争の激化が進行している状況にあります。

 そうした中、当社におきましては、平成33年２月期を目標到達年度とする中期経営計画に沿って、既存店の抜本

的な改善策として、商圏環境や規模に合った品揃えを構築し、坪あたりの売上高の改善を図りながら、かつ荒利益

を重視する戦略をとってまいりました。また、折込チラシやテレビＣＭなど広告宣伝費の見直しを行い、販売促進

費の効率化を図りながら、「決算セール」や「ホームセンター開業42周年セール」等による集客も引き続き行って

まいりました。

 販売拠点の強化につきましては、３月に宮野木店（千葉県千葉市）、柏の葉公園店（千葉県柏市）、９月に仙台

荒井店（宮城県仙台市）の３店舗を出店したほか、７月に「ペットと園芸の専門店」ケーヨーデイツーペット＆グ

リーンみろく寺店（神奈川県藤沢市）を、11月に「生活提案型ストア」ｉｉｔｅ（イイテ）船橋坪井店（千葉県船

橋市）を業態転換しオープンいたしました。この他、矢野目店（福島県）、塩山店（山梨県）、取手店（茨城

県）、ひなた山店（神奈川県）、熊谷店（埼玉県）、唐木田店（東京都）の６店舗の全面改装を実施し、既存店の

活性化を図ってまいりました。一方、不採算店の整理にも取り組み７店舗を閉店いたしました。

これにより、当第３四半期会計期間末の店舗数は183店舗となりました。

 以上のような取り組みの結果、当第３四半期累計期間の業績は、

   売上高            1,123億５百万円 （前年同四半期比   5.9％減）

   営業利益             11億59百万円 （前年同四半期比 879.7％増）

   経常利益             18億41百万円 （前年同四半期比 111.1％増）

   四半期純利益         10億44百万円 （前年同四半期比 12億27百万円の増益）

となりました。

 

(2）財政状態の分析

 当第３四半期会計期間末の総資産は864億96百万円となり、前事業年度末に比較し３億13百万円減少いたしまし

た。主な要因は商品８億８百万円、差入保証金７億65百万円、現金及び預金４億46百万円の減少と一方、建物６億

50百万円、土地４億44百万円、投資有価証券５億92百万円の増加などによるものです。

 負債合計は526億29百万円となり、前事業年度末に比較し13億85百万円減少いたしました。主な要因は長期借入

金の返済29億61百万円、短期借入金16億80百万円の純減と一方、長期借入金の調達５億０百万円、支払手形及び買

掛金12億78百万円、未払法人税等３億62百万円、固定負債のその他９億２百万円の増加などによるものです。

 純資産合計は338億66百万円となり、前事業年度末に比較し10億72百万円増加いたしました。主な要因は四半期

純利益10億44百万円の計上、その他有価証券評価差額金４億70百万円、繰延ヘッジ損益２億14百万円の増加と一

方、剰余金の配当６億57百万円などによるものです。
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(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 基本方針の内容

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値

ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要である

と考えています。上場会社である当社の株式については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められてお

り、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主全体の

意思により決定されるべきであり、当社の株式に対する大量取得提案又はこれに類似する行為があった場合、当

社株式を売却するかどうかの判断も、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断に委ねられるべきもので

あると考えます。なお、当社は、当社株式等について大量取得がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては

株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

 しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量取

得提案又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。そして、かかる株式等の大量取得の中に

は、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式等の

売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式等の大量取得の内容等について検討

しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収

者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企

業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社の経営にあたっては、当社の企業理

念、企業価値のさまざまな源泉、並びにお客様、取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に築かれた関係

等への十分な理解が不可欠であり、これらに対する十分な理解がなければ、当社の企業価値、ひいては株主共同

の利益を確保、向上させることはできません。特に、当社の企業価値の源泉は、①ふだんの暮らしをテーマに必

要な用品に特化し、徹底したローコストオペレーションを構築すること等により実現されるロープライスでの商

品の提供力、②お客様の暮らしの多様なニーズに対応する多岐にわたる商品の提供力、③お客様の暮らしのニー

ズに即したオリジナル商品の開発力、④チェーンストア経営による利便性、⑤お客様から支持される「ふだんの

暮らし総合店」としての地域密着型ストアロイヤリティ、⑥創業以来の企業理念や企業文化、⑦「ふだんの暮ら

し総合店」の実現・発展に寄与する中で培われてきたノウハウの存在、及びこれらを共有し、かつ一丸となって

発展・成長させる従業員の存在にある、と考えておりますが、かかる当社の企業価値の源泉に対する理解が不可

欠です。

 当社株式等の大量取得を行う者が、かかる当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上

させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては、株主共同の利益は毀損されることになります。

 当社としては、かかる当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量取得を行う者は、当社の財務及

び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量取得に対しては必要かつ相当な

対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

 

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

イ．「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」の更新

 当社は、平成26年５月22日開催の第76回定時株主総会において、「当社株式の大量取得行為に関する対応策

（買収防衛策）」の更新について承認を得ております。（以下更新後のプランを「本プラン」といいます。）

 また、平成27年５月21日開催の第77回定時株主総会で承認されました定款の一部変更に基づき、同日付で監

査等委員会設置会社へ移行いたしました。それに伴い、本プラン中の「監査役」を「監査等委員である取締

役」へ読み替えたうえで表現の変更をしております。

 当社取締役会は、上記基本方針に定めるとおり、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得を行

う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。そして、こうし

た不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値・株主共

同の利益に反する大量取得を抑止するためには、当社株式に対する大量取得が行われる際に、当社取締役会が

株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大量取得に応じるべきか否かを判断するため

に必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行うこと等を可能とする枠組みが必要不可欠

であると判断しました。

 そこで、次のａ．又はｂ．に該当する当社の株式等に対する買付その他の取得もしくはこれに類似する行為

又はそれらの提案（当社取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。）が行われる場

合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求

め、当社が、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保したうえで、株主の皆様に当社経営陣

の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続として本プランを定めました。
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ａ．当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付その他の取得

ｂ．当社が発行者である株式等について、公開買付けを行う者の株式等保有割合及びその特別関係者の株式

等保有割合の合計が20％以上となる公開買付け

 なお、本プランの詳細については、当社ホームページ（http://www.keiyo.co.jp/）に記載の「当社株式の

大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について」（平成26年４月８日付）、及び「当社株式の大

量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の一部変更のお知らせ」（平成27年５月21日付）をご参照下さい。

 

ロ．本プランの合理性を高める仕組みの設定

 本プランにおいては、本プランにおいて定められる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の無

償割当ての実施、不実施、中止又は無償取得等の判断について、当社取締役会の恣意的判断を排するため、独

立委員会規程に従い、(a）当社社外取締役、又は(b）社外の有識者（実績ある会社経営者、官庁出身者、投資

銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士及び学識経験者等）で、当社経営陣から独立した者のみから構成

される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の客観的な判断を経ることとしています。また、これ

に加えて、独立委員会が本新株予約権の無償割当てを実施すべき旨の勧告を行うにあたり、株主意思確認株主

総会の招集を勧告した場合には株主意思確認株主総会を招集のうえ、同総会に本新株予約権の無償割当ての実

施に関する議案を付議することにより株主の皆様の意思を確認することとしています。さらに、こうした手続

の過程について、株主の皆様に適時情報を開示することによりその透明性を確保することとしています。

 

(4）研究開発活動

 該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 230,000,000

計 230,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成28年11月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成29年１月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 59,476,284 59,476,284
東京証券取引所

市場第一部

株主としての権利内容に制限

のない、標準となる株式

単元株式数 100株

計 59,476,284 59,476,284 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成28年９月１日～

平成28年11月30日
－ 59,476,284 － 14,948 － 6,715

 

（６）【大株主の状況】

 当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載するこ

とができないため、直前の基準日である平成28年８月31日現在の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

平成28年８月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

 普通株式   6,903,600
－

株主としての権利内容に制限

のない、標準となる株式

完全議決権株式（その他）  普通株式  52,512,200 525,122 同上

単元未満株式  普通株式      60,484 － 同上

発行済株式総数 59,476,284 － －

総株主の議決権 － 525,122 －

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ

1,300株（議決権13個）及び17株含まれております。

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が次のとおり含まれております。

自己株式          ７株

 

②【自己株式等】

平成28年８月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ケーヨー

千葉市若葉区みつわ台

一丁目28番１号
6,903,600 － 6,903,600 11.61

計 － 6,903,600 － 6,903,600 11.61

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成28年９月１日から平成28

年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年３月１日から平成28年11月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、千葉第一監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

① 資産基準           0.3％

② 売上高基準         0.2％

③ 利益基準           2.6％

④ 利益剰余金基準     0.6％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当第３四半期会計期間
(平成28年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,564 1,118

受取手形及び売掛金 961 1,082

商品 33,607 32,798

その他 4,086 3,663

流動資産合計 40,219 38,662

固定資産   

有形固定資産   

建物 23,136 23,787

土地 10,189 10,634

その他 13,080 13,821

減価償却累計額 △26,218 △26,511

有形固定資産合計 20,188 21,731

無形固定資産 1,452 1,766

投資その他の資産   

投資有価証券 10,759 11,352

差入保証金 12,168 11,402

その他 2,541 2,076

貸倒引当金 △433 △409

投資損失引当金 △86 △86

投資その他の資産合計 24,949 24,334

固定資産合計 46,589 47,833

資産合計 86,809 86,496
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(平成28年２月29日)
当第３四半期会計期間
(平成28年11月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,053 16,331

短期借入金 2,472 792

1年内返済予定の長期借入金 5,310 5,825

未払法人税等 163 526

店舗閉鎖損失引当金 380 21

資産除去債務 22 22

その他 4,186 4,655

流動負債合計 27,589 28,174

固定負債   

長期借入金 20,052 17,076

退職給付引当金 4,177 4,264

役員退職慰労引当金 4 4

資産除去債務 576 592

その他 1,615 2,517

固定負債合計 26,425 24,454

負債合計 54,014 52,629

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,948 14,948

資本剰余金 12,595 12,595

利益剰余金 6,977 7,364

自己株式 △3,996 △3,997

株主資本合計 30,524 30,911

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,413 2,884

繰延ヘッジ損益 △143 71

評価・換算差額等合計 2,270 2,955

純資産合計 32,794 33,866

負債純資産合計 86,809 86,496
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：百万円）

 
 前第３四半期累計期間
(自 平成27年３月１日
 至 平成27年11月30日)

 当第３四半期累計期間
(自 平成28年３月１日
 至 平成28年11月30日)

売上高 119,395 112,305

売上原価 86,996 80,285

売上総利益 32,399 32,019

販売費及び一般管理費 32,280 30,859

営業利益 118 1,159

営業外収益   

受取利息 78 64

受取配当金 200 202

受取賃貸料 932 875

その他 569 486

営業外収益合計 1,780 1,629

営業外費用   

支払利息 186 185

賃貸収入原価 801 735

その他 39 26

営業外費用合計 1,026 947

経常利益 872 1,841

特別利益   

固定資産売却益 28 34

受取保険金 0 0

その他 3 －

特別利益合計 32 35

特別損失   

固定資産除却損 59 33

店舗閉鎖損失 176 114

減損損失 345 59

災害による損失 0 4

その他 11 11

特別損失合計 593 223

税引前四半期純利益 311 1,653

法人税、住民税及び事業税 428 599

法人税等調整額 66 9

法人税等合計 495 609

四半期純利益又は四半期純損失（△） △183 1,044
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

 当社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を適用し、第１四半期会計期間より、平成28年４月１日以後に取得

する建物附属設備及び構築物の減価償却方法について、定率法から定額法に変更しております。

 なお、この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。

 

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

 該当事項はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

 
前第３四半期累計期間

（自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日）

減価償却費 1,013百万円 1,009百万円

のれんの償却額 114百万円 114百万円

 

（株主資本等関係）

前第３四半期累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年５月21日

定時株主総会
普通株式 328 6.25 平成27年２月28日 平成27年５月22日 利益剰余金

平成27年10月６日

取締役会
普通株式 328 6.25 平成27年８月31日 平成27年11月５日 利益剰余金

 

２ 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四

半期会計期間の末日後となるもの

 該当事項はありません。

 

当第３四半期累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年11月30日）

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年５月26日

定時株主総会
普通株式 328 6.25 平成28年２月29日 平成28年５月27日 利益剰余金

平成28年10月４日

取締役会
普通株式 328 6.25 平成28年８月31日 平成28年11月７日 利益剰余金

 

２ 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四

半期会計期間の末日後となるもの

 該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ケーヨー(E03096)

四半期報告書

12/17



（持分法損益等）

 当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載

を省略しております。

 

（企業結合等関係）

 該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自 平成27年３月１日 至 平成27年11月30日）

 当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第３四半期累計期間（自 平成28年３月１日 至 平成28年11月30日）

 当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間

（自 平成27年３月１日
至 平成27年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成28年３月１日
至 平成28年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額（△）
△3.49円 19.87円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（百万円）
△183 1,044

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失

金額（△）（百万円）
△183 1,044

普通株式の期中平均株式数（株） 52,573,445 52,572,717

（注）１ 前第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失

金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ 当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

（ＤＣＭホールディングス株式会社との資本業務提携、第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分並びに

主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動）

 当社は、平成29年１月５日開催の取締役会において、ＤＣＭホールディングス株式会社（以下「ＤＣＭホール

ディングス」といいます。）との間で資本業務提携（以下、「本資本業務提携」といいます。）並びにＤＣＭ

ホールディングスを割当予定先とする第三者割当による新株式発行及び自己株式の処分（以下、併せて「本第三

者割当」といいます。）を行うことについて決議し、同日付でＤＣＭホールディングスとの資本業務提携契約

（以下「本資本業務提携契約」といいます。）を締結いたしました。

 また、本第三者割当により、ＤＣＭホールディングスおよび同社の完全子会社であるＤＣＭホーマック株式会

社の間接所有分を合算した議決権所有割合は20.10％となり、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及びそ

の他の関係会社の異動が見込まれます。

 

１．本資本業務提携の目的及び理由

 当社及びＤＣＭホールディングスは、平成28年４月５日付「ＤＣＭホールディングス株式会社と株式会社ケー

ヨーの業務提携及び経営統合に向けた協議開始のお知らせ」においてお知らせしましたとおり、両社の業務提携

により経営規模を拡大することで仕入・販売促進・店舗管理等における業務の効率化、売上高の向上、経費の削

減等のメリットをお互いが十分に享受することが見込まれること、また、それぞれが得意とする地盤が異なり重

複する店舗が少なく地域の補完性が見込まれることから、相互の協力関係を形成することによるシナジー効果を

引き出し、当社及びＤＣＭホールディングスの企業価値を向上させることを目的として、早期の業務提携及び経

営統合に向けた協議を行うことに合意をいたしました。

 上記プレスリリース公表後には両社の代表者を共同委員長とする統合検討委員会を発足させるとともに、各種

分科会も設置した上で、具体的な業務提携の内容に加え、株式交換を前提にシナジー効果を効率的かつ早期に実
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現させるための方法についても、検討・協議を重ねてまいりました。両社で協議を進めていく中で、本資本業務

提携の実施により、シナジー効果の実現にかかる両社の負担を最小限に抑えられることに加え、本第三者割当に

より調達した資金を当社が店舗改装等の積極的な成長投資に活用することで、業務提携によるシナジー効果を早

期かつ十分に享受可能なこと等の理由から、当社及びＤＣＭホールディングスは、両社の企業価値向上の観点か

らは本第三者割当による方法が最善であるとの判断に至り、平成29年１月５日付で本資本業務提携契約を締結す

ることに至りました。

 なお、現時点において、本第三者割当の実施後にＤＣＭホールディングスが当社株式を追加で取得する予定は

なく、当社は上場を維持する方針です。

 

２．本資本業務提携の内容

（１）資本提携の内容

 当社及びＤＣＭホールディングスは、本資本業務提携契約を締結し、当社は、本第三者割当により、ＤＣ

Ｍホールディングスに当社株式を割当ます。

 なお、本第三者割当により、ＤＣＭホールディングスは、当社の主要株主、主要株主である筆頭株主及び

その他の関係会社に該当することとなります。

① 株式割当数        普通株式12,567,700株（本第三者割当後の議決権割合19.31％、発行済株式総数に

対する所有割合19.29％）を割当ます。

② 発行価額の総額             6,912百万円

③ 割当後の議決権割合             20.10％（間接所有分0.79％を含む）

（２）業務提携の内容

 当社及びＤＣＭホールディングスは、本資本業務提携契約において、以下の事項に関する業務提携を行う

ことを合意しました。

① 仕入・販売促進・物流体制

 共通商品の導入によりスケールメリットを活かした値入改善、販売促進の効果拡大、物流網の整備によ

り、より効率的な経営体制を構築してまいります。

② 商品開発

 これまでに両社がそれぞれ培ってきたプライベートブランド開発のノウハウを活用することにより、今

まで以上にお客様及び地域のニーズに合致した商品を開発してまいります。また、本資本業務提携契約締

結後、適切な期間を経た上で、両社のプライベートブランドを「ＤＣＭブランド」へ統一してまいりま

す。

③ 店舗開発・運営

 両社の店舗開発機能及び店舗管理・運営等のノウハウを共有することにより、より効率的かつ機動的な

出店、店舗運営を目指してまいります。

④ 役員及び従業員の派遣

 平成29年５月に開催する定時株主総会での承認を前提として、当社はＤＣＭホールディングスへ非常勤

取締役を１名派遣し、ＤＣＭホールディングスは当社へ非常勤取締役を１名派遣する予定です。また、当

社が商品開発等の分野でＤＣＭホールディングスへ従業員を派遣することで、両社のノウハウを最大限共

有してまいります。
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３．本第三者割当による主要株主の異動

（１）主要株主となるもの

ＤＣＭホールディングス

（２）異動予定年月日

平成29年１月20日

（３）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前
0個

（5,134個）

0.00％

（0.98％）

異動後
125,677個

（130,811個）

19.31％

（20.10％）

（注）１ 異動前の「総株主等の議決権に対する割合」は、平成28年８月31日現在の総議決権数（525,122個）

を基準に算出しております。

２ 異動後の「総株主等の議決権に対する割合」は、平成28年８月31日現在の総議決権数（525,122個）

に本第三者割当により増加する議決権数（125,677個）を加えた数（650,799個）を基準に算出してお

ります。

３ 異動前及び異動後の「総株主等の議決権に対する割合」については、小数点以下第三位を四捨五入し

ております。

４ 括弧内はＤＣＭホールディングスの完全子会社であるＤＣＭホーマック株式会社の間接所有分を合算

した数値を記載しております。

 

４．新株式発行の内容

（１）募集等の内容               第三者割当の方法によります。

（２）割当予定先                 ＤＣＭホールディングス

（３）発行する株式の種類及び数   当社普通株式 5,663,900株

（４）発行価額                   １株につき550円

（５）発行価額の総額             3,115,145,000円

（６）資本組入額                 1,557,572,500円

（７）払込期日                   平成29年１月20日

（８）資金の使途                 大型店を中心とした店舗改装用資金に充当します。

 

５．自己株式の処分の内容

（１）処分の方法                 第三者割当の方法によります。

（２）処分予定先                 ＤＣＭホールディングス

（３）処分株式数                 当社普通株式 6,903,800株

（４）処分価額                   １株につき550円

（５）処分価額の総額             3,797,090,000円

（６）処分期日                   平成29年１月20日

 

２【その他】

 第79期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）中間配当については、平成28年10月４日開催の取締役会に

おいて、平成28年８月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決

議し、配当を行っております。

① 中間配当金の総額 328百万円

② １株当たり中間配当金 ６円25銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年11月７日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年１月12日

株式会社ケーヨー

取締役会 御中

 

千葉第一監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 本   橋   雄   一   印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 大   川   健   哉   印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ケー

ヨーの平成28年３月１日から平成29年２月28日までの第79期事業年度の第３四半期会計期間（平成28年９月１日から平成

28年11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成28年３月１日から平成28年11月30日まで）に係る四半期財務諸表、す

なわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ケーヨーの平成28年11月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

強調事項

 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成29年１月５日開催の取締役会において、ＤＣＭホールディング

ス株式会社との間で資本業務提携並びにＤＣＭホールディングス株式会社を割当予定先とする第三者割当による新株式発

行及び自己株式の処分を行うことについて決議し、同日付で資本業務提携契約を締結している。

 当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 （注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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